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建設企業常任委員会次第 

 

令和３年９月２１日（火）午前１０時 

於   大 会 議 室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事（都市局、水道局関係） 
⑴ 付託された議案の審査 

 議案（３件） 

議案第７８号 令和３年度明石市一般会計補正予算（第６号）〔分割付託分〕 

     ･･･････････････････････････････ 田仲 道路安全室長 

※ 資料参照 ･･･････････････････････････ 春海 海岸整備担当課長 

 

 議案第７９号 （仮称）南畑歩道橋桁製作ほか工事請負契約のこと 

※ 資料参照 ･･･････････････････････････････ 嶽下  道路整備課長 

 

 議案第８０号 損害賠償額決定のこと 

※ 資料参照 ･･････････････････ 門田 都市整備室長兼緑化公園課長 

 

⑵ 報告事項（１件） 

ア 放置自転車対策事業の新たな取り組みについて 

※ 資料参照 ･･･････････････････････････････ 菅野  交通安全課長 

 

 

 

⑶ その他 

 

 

 

３ 閉 会 
以 上 





 

 

 



 

 



建 設 企 業 常 任 委 員 会 資 料 

2 0 2 1年 (令 和 3年 ) 9月 2 1日 

都市局都市整備室緑化公園課 

 

 

議案第８０号関連資料 

明石市石ケ谷墓園における負傷事故の損害賠償額の決定について 

 

 

１ 目 的 

明石市石ケ谷墓園における負傷事故の損害賠償額を決定しようとするものです。 

 

２ 過失割合 

  （市側）９０％ ： １０％（相手方） 

 

３ 損害賠償額 

  金 ２，５０４，４４２円  

 

４ 相手方 

  業務委託契約により一般社団法人明石市シルバー人材センターから派遣された者 

 

５ 事故の内容 

令和２年８月１９日明石市大久保町松陰１４６６番地の石ケ谷墓園のごみ集積所にお

いて、都市局都市整備室緑化公園課の職員が相手方と共同で杭打ち作業を行っていた際、

杭の上に置かれた相手方の左手を職員が不注意によりハンマーで打ち、相手方を負傷さ

せたもの。 

 

６ 保 険 

この事故による損害賠償金については、本市が加入する全国市長会市民総合賠償補償

保険の対象となり、相手方への賠償費用の全額が保険で補填されます。 
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